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貸借対照表  （2020 年 3 月 31 日現在） 

（単位：千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

      

（ 資 産 の 部 ）   （ 負 債 の 部 ）   

流 動 資 産  4,608,096 流 動 負 債  1,380,810 

現 金 及 び 預 金  2,816,579 未 払 金  831,245 

前 払 費 用  12,231 未 払 費 用  9,602 

未 収 運 用 受 託 報 酬  1,645,507 未 払 法 人 税 等  161,683 

そ の 他  133,778 未 払 消 費 税 等  155,074 

   預 り 金  10,767 

   前 受 収 益  12,100 

固 定 資 産  1,294,558 賞 与 引 当 金  200,337 

有 形 固 定 資 産  109,851    

建 物 附 属 設 備  53,648 固 定 負 債  98,446 

 工具、器具及び備品  56,202 役 員 退 職 慰 労 引 当 金  93,232 

    投 資 損 失 引 当 金  5,213 

無 形 固 定 資 産  418,368    

ソ フ ト ウ エ ア  68,239 
負 債 合 計  1,479,256 

の れ ん  348,629 

そ の 他  1,500    
   （ 純 資 産 の 部 ）   

投 資 そ の 他 の 資 産  766,338 株 主 資 本  4,324,579 

投 資 有 価 証 券  554,098 資 本 金  200,000 

関 係 会 社 株 式  26,096 資 本 剰 余 金  1,060,044 

出 資 金  49,300 そ の 他 資 本 剰 余 金  1,060,044 

ゴ ル フ 会 員 権  1,200 利 益 剰 余 金  3,064,534 

差 入 保 証 金  81,263 利 益 準 備 金  50,000 

繰 延 税 金 資 産  54,998 そ の 他 利 益 剰 余 金  3,014,534 

そ の 他  182 繰 越 利 益 剰 余 金  3,014,534 

貸 倒 引 当 金  △ 800 評 価 ・ 換 算 差 額 等  98,818 

   その他有価証券評価差額金  98,818 

      

   
純 資 産 合 計  4,423,397 

   

資 産 合 計  5,902,654 負 債 ･純 資 産 合 計 5,902,654 

 

当期純損益 

当社の第 16 期事業年度（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）の当期純利益は 2,052,789 千円です。 

 



個別注記表 

当社の計算書類及びその附属明細書は、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）に準拠して作

成しております。 

なお、会社計算規則第98条第2項第1号に基づき、会計監査人設置会社で必要とされる注記事項の一

部を省略しております。 

計算書類に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価基準及び評価方法 

関係会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 

建物附属設備 6～15年 

工具、器具及び備品 2～15年 

②無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間（5年)による定額法を採用しております。 

のれん 

その効果の及ぶ期間（15年）による定額法を採用しております。 

 

(3) 引当金の計上基準 

①賞与引当金 

役員及び従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担分を計上しておりま

す。 

②役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、取締役退職慰労金規程及び監査役退職慰労金規程に基

づく当事業年度末要支給額を計上しております。 

③投資損失引当金 

出資金の価値の減少による損失に備えるため、出資先の財政状態を勘案の上、その損失見込額

を計上しております。 

 

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

①消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

②連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ



ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行

われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会

計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定め

を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいており

ます。 
 

 


